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鈴
木
副
委
員
長
を
団
長
に
68
人

が
参
加
、
保
険
局
か
ら
は
森
山
国

保
課
長
補
佐
ら
3
人
が
対
応
。
概

算
要
求
段
階
で
の
現
行
補
助
水
準

の
確
保
等
に
つ
い
て
要
請
を
行
な

い
ま
し
た
。

森
山
課
長
補
佐
は
、
来
年
度
予

算
確
保
に
向
け
て
「
所
得
水
準
の

低
い
国
保
組
合
へ
の
定
率
補
助
は

現
行
通
り
32
％
を
維
持
。
普
通
調

整
補
助
金
も
所
得
の
低
い
組
合
に

必
要
額
が
配
分
さ
れ
る
よ
う
配
慮

し
て
い
る
。
今
後
も
建
設
国
保
の

役
割
が
発
揮
で
き
る
よ
う
に
支
援

し
て
い
く
」
。

医
療
保
険
の
一
元
化
で
は
「
市

町
村
国
保
と
国
保
組
合
の
2
つ
の

枠
組
み
を
変
更
す
る
考
え
は
な

い
」
と
回
答
し
ま
し
た
。

4
年
ぶ
り
の
実
施
と
な
る
所
得

調
査
で
は
「
7
月
6
日
か
ら
の
試

行
調
査
を
経
て
、
7
月
中
旬
に
具

体
的
な
調
査
方
法
等
を
周
知
、
8

月
上
旬
か
ら
本
格
調
査
を
予
定
し

て
い
る
」
。
必
要
経
費
に
つ
い
て

は
「
国
庫
補
助
で
対
応
す
る
」
。

ま
た
、
試
行
運
用
（
情
報
連
携
と

所
得
情
報
で
の
確
認
）
に
つ
い
て

は
「
情
報
連
携
が
原
則
。
あ
く
ま

で
任
意
で
の
対
応
で
構
わ
な
い
」

と
の
見
解
を
示
し
ま
し
た
。

最
後
に
参
加
者
か
ら
、
組
合
員

の
10
歳
に
な
る
娘
さ
ん
が
書
い
た

要
請
ハ
ガ
キ
が
手
渡
さ
れ
る
と
と

も
に
、
ハ
ガ
キ
要
請
に
対
す
る
感

想
の
求
め
に
、
「
手
書
き
に
非
常

に
重
み
を
感
じ
て
い
る
。
建
設
国

保
は
『
命
の
綱
』
と
い
う
言
葉
を

た
く
さ
ん
目
に
し
た
。皆
様
の『
命

の
綱
』
を
支
え
る
思
い
で
財
務
当

局
と
の
交
渉
に
あ
た
っ
て
い
き
た

い
」
と
力
強
い
決
意
が
表
明
さ

れ
、
要
請
を
終
了
し
ま
し
た
。

木
下
副
委

員
長
を
団
長

に
23
人
が
参

加
し
、
国
土

交
通
省
は
伊

藤
住
宅
局
長

ら
16
人
が
対

応
し
ま
し

た
。冒

頭
、
伊

藤
局
長
か
ら

改
正
建
築
基

準
法
の
活

用
、
大
工
技

能
者
育
成
事

業
の
推
進
、
働
き
方
改
革
の
重
要

性
等
が
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
団
体
登
録
制

度
の
消
費
者
向
け
周
知
や
登
録
事

の
業
者
活
用
で

は
、
ポ
ー
タ
ル

サ
イ
ト
の
開
設

に
よ
る
登
録
団

体
の
情
報
発
信

や
国
交
省
マ
ー

ク
を
表
示
し
た

パ
ン
フ
等
の
作

成
に
つ
い
て
登

録
団
体
と
意
見

交
換
を
し
て
い

る
こ
と
、
さ
ら

に
安
心
Ｒ
住
宅

制
度
団
体
と
の
意
見
交
換
の
要
望

が
あ
れ
ば
対
応
し
た
い
と
の
認
識

が
示
さ
れ
ま
し
た
。

6
月
27
日
公
布
の
改
正
建
築
基

準
法
で
は
「
説
明
会
を
実
施
す
る

の
で
受
講
し
て
ほ
し
い
。
ま
た
、

全
建
総
連
で
独
自
の
説
明
会
等
の

予
定
が
あ
れ
ば
、
国
交
省
で
は
技

術
的
助
言
が
で
き
る
の
で
相
談
し

て
ほ
し
い
」
と
話
し
ま
し
た
。

省
エ
ネ
基
準
適
合
義
務
化
へ
の

対
応
で
は
「
住
宅
省
エ
ネ
性
能
を

徹
底
的
に
検
証
し
、
伝
統
木
造
住

宅
に
も
配
慮
し
な
が
ら
、
義
務
化

は
丁
寧
に
検
討
し
た
い
。
ま
た
、

全
建
総
連
の
協
力
で
5
地
域
か
ら

設
計
・
施
工
者
の
意
見
を
も
ら
っ

て
い
る
。
今
後
の
制
度
設
計
に
活

か
し
た
い
」
と
回
答
し
ま
し
た
。

2
0
1
2
年
度
開
始
の
省
エ
ネ

講
習
は
「
こ
れ
ま
で
講
習
会
が
果

た
し
た
役
割
を
踏
ま
え
、
工
務
店

の
省
エ
ネ
技
術
向
上
の
施
策
を
検

討
し
た
い
」
と
述
べ
ま
し
た
。
地

域
の
大
工
・
工
務
店
等
の
人
材
育

成
で
は
「
今
年
度
も
全
建
総
連
で

活
用
、
全
木
協
と
全
リ
協
で
申
請

を
受
け
て
い
る
。
来
年
度
も
予
算

確
保
に
努
め
た
い
」
と
し
ま
し

た
。

厚生労働省・保険局交渉

国土交通省交渉

人
材
開
発
統
括
官
班
は
森
田
副

委
員
長
を
は
じ
め
17
人
が
参
加
。

企
業
内
人
材
開
発
支
援
室
か
ら
は

金
尾
室
長
、
山
﨑
補
佐
、
森
岡
補

佐
、
能
力
評
価
担
当
参
事
官
室
か

ら
は
奥
野
上
席
職
業
能
力
検
定

官
、
鈴
木
補
佐
ら
6
人
が
対
応
。

冒
頭
、
金
尾
室
長
は
「
建
設
業

界
は
他
業
種
と
比
べ
て
平
均
年
齢

が
高
く
、
技
能
継
承
、
若
手
の
育

成
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
り
、
技
術

・
技
能
を
継
承
、
訓
練
し
て
い
く

形
が
今
後
ま
す
ま
す
重
要
に
な
る

と
認
識
し
て
い
る
。
来
年
度
の
予

算
要
求
に
お
い
て
も
適
切
に
確
保

し
た
い
」
と
挨
拶
。

人
開
金
特
定
訓
練
コ
ー
ス
の
変

更
届
提
出
期
限
に
つ
い
て
は
、
交

渉
団
か
ら「
講
師
が
急
遽
前
日
に
、

体
調
不
良
等
で
授
業
の
コ
マ
を
変

更
す
る
時
が
あ
る
。
こ
の
場
合
も

実
施
前
に
変
更
届
を
提
出
な
の

か
」
と
い
う
発
言
を
受
け
て
「
助

成
金
の
主
旨
と
し
て
、
訓
練
実
施

前
に
計
画
を
確
認
す
る
必
要
は
あ

る
が
、
講
師
が
急
遽
変
更
に
な
っ

た
場
合
に
は
例
外
的
な
規
定
も
あ

る
。
今
回
の
ケ
ー
ス
が
該
当
す
る

か
確
認
す
る
」
と
回
答
。

技
能
検
定
の
人
数
制
限
職
種
に

つ
い
て
は
「
一
部
職
種
・
作
業
に

お
い
て
人
数
制
限
を
設
け
て
い
る

事
は
把
握
し
て
い
る
。
毎
年
ど
の

く
ら
い
の
人
が
受
検
出
来
て
い
な

い
の
か
実
態
把
握
し
て
検
討
し
た

い
」
と
回
答
。
こ
の
他
、
技
能
検

定
受
検
手
数
料
の
減
免
、
技
能
五

輪
国
際
大
会
へ
の
支
援
強
化
等
に

つ
い
て
、
来
年
度
概
算
要
求
に
盛

り
込
む
方
針
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

総務省交渉

山
口
副
委
員
長
を
団
長
に
税
対

担
当
役
員
等
12
人
で
総
務
省
交
渉

を
行
な
い
ま
し
た
。
総
務
省
か
ら

は
自
治
税
務
局
都
道
府
県
税
課
の

金
谷
係
長
（
直
税
第
1
係
）、本
橋

係
長
（
住
民

税
第
3
係
）

等
5
人
の
担

当
官
が
対
応

し
ま
し
た
。

「
社
会
保
険
の
未
加
入
解
消
等

が
進
む
中
で
、
事
業
所
で
働
く
仲

間
が
一
人
親
方
と
し
て
請
負
と
さ

れ
る
実
態
が
増
え
て
い
る
。
実
態

は
雇
用
に
近
い
の
に
」
と
の
仲
間

の
意
見
に
対
し
、
「
雇
用
か
請
負

か
の
判
断
は
、
個
別
で
の
判
断
が

重
要
。
判
断
の
在
り
方
に
つ
い
て

は
、
先
進
的
な
取
り
組
み
を
紹
介

す
る
こ
と
等
も
考
え
た
い
」
と
答

弁
。
こ
れ
を
受
け
、
東
京
の
仲
間

か
ら
、「
東
京
都
で
は
雇
用
と
請
負

の
判
断
の
た
め
、
組
合
と
協
力
し

て
建
設
業
向
け
の
お
尋
ね
文
書
を

作
っ
た
。
さ
ら
に
お
尋
ね
文
書
で

も
わ
か
ら
な
い
場
合
に
は
、
別
途

様
式
で
対
応
す
る
な
ど
丁
寧
だ
」

と
の
事
例
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

「
換
価
の
猶
予
等
が
申
請
主
義

に
な
っ
た
の
に
行
政
が
申
請
用
紙

等
を
出
さ
な
い
な
ど
の
事
例
も
見

受
け
ら
れ
る
」
と
の
指
摘
に
対
し

て
は
、
「
徴
収
に
関

す
る
実
態
調
査
を
検

討
し
て
い
き
た
い
」

と
答
弁
が
あ
り
ま
し

た
。

他
に
マ
ス
コ
ミ
で
一
部
の
悪
質

な
滞
納
者
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
て
い

る
、
建
設
業
で
は
高
齢
な
者
も
多

く
拙
速
な
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
は
避

け
て
欲
し
い
等
の
意
見
が
出
さ
れ

ま
し
た
。

基
準
局
要
請
に
は
、
石
川
副
委

員
長
を
団
長
に
21
人
が
参
加
。
労

働
基
準
局
か
ら
担
当
官
ら
4
人
が

対
応
。

要
請
項
目
に
対
し
厚
労
省
は
、

来
年
度
予
算
確
保
で
は
、
「
労
働

安
全
衛
生
対
策
へ
の
必
要
な
予
算

確
保
に
努
め
、
建
設
工
事
従
事
者

基
本
法
及
び
基
本
計
画
の
実
行
に

努
め
る
」
。
フ
ル
ハ
ー
ネ
ス
型
安

全
帯
の
着
用
原
則
義
務
化
へ
の
買

い
替
え
費
用
助
成
で
は
、
「
費
用

助
成
は
で
き
な
い
が
、
検
討
会
の

議
論
等
か
ら
耐
用
年
数
3
年
間
の

経
過
措
置
を
設
け
た
」
。
ア
ス
ベ

ス
ト
含
有
建
材
を
含
ん
だ
老
朽
化

住
宅
の
解
体
・
改
修
等
へ
の
ば
く

露
予
防
対
策
は
、
「
ば
く
露
予
防

対
策
は
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
石

綿
飛
散
防
止
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作

成
、
第
9
次
粉
じ
ん
予
防
対
策
に

よ
る
事
前
調
査
の
留
意
点
の
通
達

発
信
等
を
し
た
」
。
建
設
工
事
従

事
者
の
労
働
者
性
に
つ
い
て
は
、

「
建
設
キ
ャ
リ
ア
ッ
プ
だ
け
で
な

く
、
実
態
を
総
合
的
に
判
断
す

る
」
。
職
員
増
員
で
は
、
「
迅
速

・
適
正
へ
の
労
災
補
償
へ
職
員
増

員
を
要
求
し
て
い
る
」
と
回
答
。

回
答
後
、
要
請
・
意
見
交
換
等

を
し
ま
し
た
。
組
合
側
の
「
一
人

親
方
の
安
全
衛
生
教
育
に
関
す
る

来
年
度
予
算
は
」
に
、
厚
労
省
は

「
今
年
度
の
事
業
の
成
果
し
だ
い

な
の
で
協
力
願
い
た
い
」と
回
答
。

組
合
側
の
「
安
全
経
費
は
、
下
請

ま
で
も
ら
え
て
い
る
認
識
は
あ
る

の
か
」
に
、
厚
労
省
は
「
全
て
に

行
き
渡
っ
て
い
る
認
識
は
な
い
」

と
述
べ
ま
し
た
。
組
合
側
の
「
労

働
行
政
の
職
員
増
員
に
つ
い
て

は
、
指
導
等
を
す
る
監
督
官
が
増

え
て
い
る
一
方
で
、
判
断
を
す
る

事
務
官
が
減
っ
て
い
る
」
に
、
厚

労
省
は
「
非
正
規
職
員
で
も
職
種

に
よ
っ
て
は
調
査
を
実
施
し
て
い

る
」
等
と
回
答
し
ま
し
た
。

就労環境改善のための予算へ就労環境改善のための予算へ

建
設
国
保
支
援
を
約
束

保険局

１０
歳
家
族
の
ハ
ガ
キ
手
渡
す

実
態
見
て
判
断
を

総務省

社
保
加
入
進
展
で
請
負
に

関係省庁へ要請・交渉

技
術
の
継
承
が
重
要

人開官

技
能
検
定
を
受
け
や
す
く

改正建築基準法が公布

安
全
帯
で
経
過
措
置

説明会に助言も

基準局

一
人
親
方
の
安
全
を
充
実

国
交
省


